
1990年出上の木簡

福
岡
・
鴻
臆
館
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
中
央
区
城
内

２
　
調
査
期
間
　
　
第
五
次
調
査
　
一
九
八
九
年

（平
１
）
四
月
ぞ

一
二
月

第
六
次
調
査
　
一
九
九
〇
年
四
月
―

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
折
尾
　
学

・
山
崎
純
男

・
吉
武
　
学

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
城
郭
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
七
世
紀
後
半
ｉ

一
一
世
紀

・
中
世
ぞ
近
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

筑
紫
館

・
鴻
鱚
館
は
い
文
献
で
は
六
八
八
年

３
日
本
書
紀
』
持
統
二
年
一一月
己

亥
条
、
同
九
月
戊
寅
条
）
か
ら

一

〇
九

一
年

（寛
治
五
）

ら
熾
盛
光

佛
頂
大
威
徳
鉛
災
大
吉
祥
陀
羅
尼
』

扉
書

【『平
安
遺
文
』
題
政
編
　
四

七
九
号
Ｊ

ま
で
そ
の
存
在
を
確

認
で
き
る
日
本
古
代
の
迎
賓
館

で
あ
る
。
そ
の
跡
地
は
、
福
岡

市
中
央
区
福
岡
城
内
に
あ
る
平

和
台
野
球
場
内
と
そ
の
南
側
の

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
一
帯
に
あ
る
。
鴻
隠
館
跡
を
内
包
す
る
福
岡
城
は
、
福
岡
平
野

の
海
岸
線
の
ほ
ぼ
中
央
部
、
那
珂
川
と
樋
井
川
と
に
袂
ま
れ
た
標
高
約
二
〇
ｍ

の
丘
陵
か
ら
派
生
す
る
標
高
約

一
〇
ｍ
の
突
端
部
に
位
置
す
る
。

鴻
鱚
館
の
位
置
は
、
江
戸
時
代
以
来
現
在
の
呉
服
町
付
近

（那
珂
川
と
御
笠
川

に
挟
ま
れ
た
博
多
駅
以
北
一
帯
）
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。　
し
か
し
、
大
正
年
間
に

中
山
平
次
郎
氏
が
、
『
万
葉
集
』

巻

一
五
の
遣
新
羅
使
の
歌
か
ら
現
在
の
福
岡

城
内
に
あ
る
平
和
台
、
す
な
わ
ち
当
時
の
福
岡
第
二
四
連
隊
兵
営
被
服
庫

。
武

器
庫

・
火
薬
庫
付
近
に
鴻
鱚
館
の
跡
地
を
推
定
し
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
彩
し
い

奈
良

・
平
安
の
古
瓦
が
採
集
さ
れ
る
に
至
り
、
鴻
鱚
館
跡
は
福
岡
城
内
と
す
る

説
が
有
力
に
な

っ
た
。
た
だ
、
戦
後
に
な
っ
て
こ
の
場
所
が
開
発
の
波
に
さ
ら

さ
れ
る
中
で
若
千
の
発
掘
調
査
も
行
な
わ
れ
、
奈
良

。
平
安
時
代
の
多
数
の
遺

物
が
出
土
し
た
も
の
の
、
明
瞭
な
遺
構
を
認
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

（第
一

。
二
次
調
査
）。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、　
一
九
八
七
年

一
二
月
か
ら
翌
年

一
月
に
か
け

て
、
平
和
台
野
球
場
外
野
ス
タ
ン
ド
改
修
工
事
に
伴
う
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ

た

（第
三
次
調
査
）。　
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
を
狭
ん
で
レ
フ
ト
側
約
三
五
〇
∬
、
ラ
イ

ト
側
約
三
〇
〇
ゴ
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
古
代
の
遺
構
と
し
て
基
壇
状
遺

構
ｓ
Ｂ
一
一
、
こ
れ
に
先
行
す
る
布
掘
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
一
五
、
区
画
溝
状
遺

構
四
条
な
ど
を
検
出
し
、
こ
こ
に
古
代
の
建
物
が
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
鴻
腫
館
跡
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
多
数
の

遺
物
を
包
含
す
る
土
坑
も
検
出
し
た
。
そ
の
他
、
江
戸
時
代
の
礎
石
建
物
や
、

(福 岡)



明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
陸
軍
第
二
四
連
隊
関
係
の
建
物
も
検
出
し
た
。

こ
の
よ
う
な
成
果
を
受
け
て
福
岡
市
は
、
長
期
的
展
望
を
も
つ
計
画
性
の
あ

る
発
掘
調
査
を
進
め
、
鴻
鱚
館
跡
の
全
容
を
解
明
す
る
た
め
、
鴻
隠
鮨
跡
調
査

研
究
指
導
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
指
導
の
も
と
に
調
査
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
。

一
九
八
八
年
度
の
調
査

（第
四
次
調
査
）
は
、
野
球
場
南
側
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

北
側
の
緑
地
帯
で
行
な
っ
た
。
調
査
面
積
は
約

一
〇
〇
〇
だ
で
あ
る
。
こ
の
調

査
区
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
大
型
南
北
棟
礎
石
建
物
二
棟
の
検
出
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
西
側
の
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
三

一
は
、
梁
間
二
間
、
桁
行
は
九
間
分
確
認
し
、

さ
ら
に
調
査
区
外
の
南
北
に
伸
び
る
。
柱
間
は
桁
行

。
梁
間
と
も

一
〇
尺

（
一

部
一
一
尺
の
箇
所
あ
り
）
、
東
西
に
雨
落
溝
を
伴
う
。
東
側
の
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
三

二
は
、
Ｓ
Ｂ
三

一
の
基
壇
か
ら
約
三
〇
尺
の
間
隔
を
も

っ
て
基
壇
を
設
け
て
お

り
、
桁
行
七
簡
分
を
確
認
し
い
さ
ら
に
南
北
と
も
調
査
区
外
に
伸
び
る
。
梁
間

は
身
舎
二
間
で
東
西
両
面
に
庇
を
伴
う
。
柱
間
は
桁
行
・
梁
間
と
も
一
〇
尺
だ

が
、
桁
行
で

一
箇
所

一
一
尺
の
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
建
物
を
東
西
に
横

切
る
排
水
溝
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｂ
三

一
同
様
東
西
に
雨
落
溝
を

伴
う
。
建
物
以
外
で
は
、
九
世
紀
後
半
の
各
種
遺
物
溜
が
あ
り
（ｓ
登
一天
な
ど
）
、

礎
石
建
物
の
基
壇
を
切
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
続
の
下
限
を
知
る
上
で
重
要
で

あ
る
。
他
に
、
江
戸

。
明
治
期
の
遺
構
も
確
認
し
た
。

一
九
八
九
年
度
の
調
査

（第
五
次
調
査
）
は
、
第
四
次
調
査
区
の
南
に
隣
接
す

る
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
南
側
で
実
施
し
た
。
調
査
面
積
は

一
一
五
五
∬
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
第
四
次
調
査
で
検
出
し
た
西
側
礎
石
建
物
ｓ
Ｂ
三

一
の
南
延
長
部
分

を
さ
ら
に
七
間
分
検
出
し
た
。

但
し
、
そ
の
南
側
は
江
戸
時
代
の
濠

（ま
た
は

池
）
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
南
端
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。　
一
方
、
東

側
礎
石
建
物
ｓ
Ｂ
三
二
は
、
本
調
査
区
北
端
で
、
東
西
棟
礎
石
建
物
ｓ
Ｂ
五
〇

に
よ
っ
て
、
西
側
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
三

一
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

Ｓ
Ｂ
五
〇
は
、
桁
行
七
間
分
、
梁
間

一
間
分

（と
も
に
柱
間
一
〇
尺
）
を
確
認
し

た
。
但
し
、
梁
間
に
つ
い
て
は
、
棟
筋
北
側
雨
落
溝
と
対
称
と
な
る
南
側
雨
落

溝
が
前
述
の
江
戸
時
代
の
濠
に
よ
っ
て
欠
落
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
三
二
一
と
同

様
二
間
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｂ
三

一
と
Ｓ
Ｂ
五
〇
が
接
す
る
部
分
に
は
、
Ｓ
Ｂ

五
〇
を
南
北
に
横
切
る
排
水
溝
が
あ
る
。
な
お
、
東
側
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
三
二
の

南
端
は
Ｓ
Ｂ
五
〇
に
接
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｂ
三
二
が
さ
ら
に
Ｓ
Ｂ
五
〇
の
南
に
仲

び
る
か
否
か
は
、
江
戸
時
代
の
濠
に
破
壊
さ
れ
て
い
て
確
認
で
き
な
い
。

礎
石
建
物
の
下
部
に
は
、
幅
約

一
・
二
ｍ
前
後
、
深
さ
約

一
。
六
ｍ
を
測
る

布
掘
掘
立
柱
遺
構
ｓ
Ｂ
一
五
〇
が
あ
る
。
柱
間
は
七
尺
等
間
で
あ
る
。
Ｓ
Ｂ
五

〇
の
北
側
雨
落
溝
の
直
下
を
東
西
に
走
り
、
西
端
は
、
Ｓ
Ｂ
三

一
棟
筋
東
側
礎

石
列
の
位
置
で
北
へ
直
角
に
折
れ
る
と
思
わ
れ
、
東
端
は
、　
一
九
九
〇
年
度

調
査
区
（後
述
）
の
東
側
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
下
を
東
に
走
る
と
推
定
さ
れ
た
。
鴻
鱚

館
以
前
の
筑
紫
館
に
か
か
わ
る
塀
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
礎
石
建
物
の
上
限
を
示
す
遺
構
と
し
て
、
八
世
紀
前
半
の
上
坑
Ｓ

Ｋ
五
七

（木
簡
出
土
。
但
し
、
掘
り
下
げ
は
一
九
九
〇
年
度
）
・
六
九
が
、
下
限
を
示

す
遺
構
と
し
て
九
世
紀
後
半
の
上
坑
Ｓ
Ｋ
五
六

・
六

一
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
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テ
ニ
ス
コ
ー
ト
南
側
の
上
塁
下
の
調
査
も
行
な
い
、
江
戸
時
代
の
東
西
方
向
の

上
塁
を
検
出
し
た
。
そ
の
中
央
部
で
は
、
東
西
約
二

一
・
五
ｍ
、
南
北
約

一
二

・
四
ｍ
の
基
壇
と
思
わ
れ
る
遺
構
を
囲
む
雨
落
溝
を
確
認
し
て
い
る
。
鴻
鱚
館

の
南
門
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
今
後
の
精
査
に
期
待
し
た
い
。

一
九
九
〇
年
度
の
調
査

（第
六
次
調
査
）
は
、
第
五
次
調
査
区
東
側
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
、
両
調
査
区
の
間
の
藤
棚
の
周
辺
、
及
び
第
五
次
調
査
で
検
出
し
た
土

坑

（ｓ
Ｋ
五
七
生
ハ
九
・
七
〇
）
の
掘
り
下
げ
も
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
第
六

次
調
査
区
の
範
囲
で
は
、
鴻
鱚
館
関
連
の
遺
構
の
残
存
状
況
が
悪
く
、
Ｓ
Ｂ
三

二
の
東
面
庇
の
延
長
部
分
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
の
東
延
長
部
な
ど
を
検
出
し
た
に
と
ど

ま
っ
た
。
Ｓ
Ｂ
三
二
が
Ｓ
Ｂ
五
〇
の
南
側
に
伸
び
る
か
ど
う
か
は
、
江
戸
時
代

の
濠
の
掘
削
が
こ
の
部
分
ま
で
達
し
て
い
た
た
め
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
Ｓ

Ｂ
三
二
と
Ｓ
Ｂ
五
〇
の
接
点
部
分
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
の
北
雨
落
溝
の
延
長
部
分
に
は
、

排
水
講
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
Ｓ
Ｂ
三
二
や
、
Ｓ
Ｂ
三

一
と

Ｓ
Ｂ
五
〇
の
接
点
部
分
に
あ
る
排
水
溝
と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｂ

五
〇
の
南
雨
落
溝
を
検
出
し
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
が
当
初
の
予
想
の
と
お
り
梁
間
二
間

で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
遺
構
は
よ
く
残

っ
て
お
り
、

掘
立
柱
建
物
三
棟
以
上
を
検
出
し
た
。

次
に
、
ｔ
れ
ま
で
の
調
査
で
出
土
し
た
遺
物
の
概
要
に
つ
い
て
記
す
。
遺
物

は
多
種
多
様
で
、
し
か
も
優
品
が
多
い
。
瓦
類
は
七
世
紀
か
ら

一
一
世
紀
ま
で

の
お
の
が
確
認
さ
れ
、
ほ
ぼ
文
献
の
年
代
と

一
致
し
て
い
る
。
量
的
に
も
非
常

に
多
い
。
中
で
も
鴻
鱚
館
創
建
期
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
鴻
鱚
館
式
瓦
が

最
も
多
く
、
出
土
量
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
鴻
鱚
館
式
瓦
は
大
宰
府
政

庁
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
ど
ち
ら
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も
の

か
今
後
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

瓦
類
以
外
で
は
、
外
国
産
陶
磁
器
の
多
さ
が
め
だ
つ
。
出
上
し
た
土
器
全
体

の
六
ｉ
七
割
が
外
国
産
陶
磁
器
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
出
土
量
も
こ
れ
ま
で
日

本
で
出
土
し
た
古
代
の
外
国
産
陶
磁
器
の
総
量
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
る
。
内

訳
は
、
中
国
陶
磁
器
、
新
羅
陶
器
、
イ
ス
ラ
ム
陶
器
と
各
国
の
も
の
が
あ
る
が
、

量
的
に
は
中
国
産
の
も
の
が
最
も
多
く
、
八
世
紀
ｉ

一
一
世
紀
に
か
け
て
の
も

の
が
あ
り
、
九
世
紀
後
半
以
降
増
加
す
る
。
中
で
も
浙
江
省
越
州
窯
系
の
青
磁

器
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
湖
南
省
長
沙
窯
や
河
北
省
邪
窯
、
定
窯
の
白
磁
器
が

あ
り
、
唐
三
彩
も
少
量
あ
る
。
新
羅
陶
器
は
量
的
に
は
少
な
い
が
、
七
世
紀
後

半
か
ら
各
時
期
の
も
の
が
見
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ム
陶
器
は
数
十
片
、
数
個
体
分
あ

る
が
、
時
期
的
に
も
幅
が
あ
り
そ
う
で
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
他
の

遺
物
と
し
て
は
、
梵
鐘
の
鋳
型
、
製
鉄
関
連
遺
物
、
鉄
器
、
貨
幣
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
は
ｓ
Ｋ
五
七
で
あ
る
。
主
軸
を
ほ
ぼ
真
北
に
と
り
、

検
出
面
で
南
北
径
三

。
九
五
ｍ
、
東
西
径

一
。
一
ｍ
の
隅
丸
長
方
形
プ
ラ
ン
の

上
坑
で
、
頁
岩
質
の
地
山
を
八
五
度
の
急
傾
斜
で
掘
削
し
て
い
る
。
坑
底
は
南

北
径
二

・
六
ｍ
、
東
西
径
○

・
六
ｍ
、
底
は
平
坦
で
あ
り
、
深
さ
は
三

・
一
ｍ

を
測
る
。

Ｓ
Ｋ
五
七
の
上
層
は
大
き
く
み
て
上
層
と
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。
上
層
は
深

さ

一
。
四
ｍ
付
近
ま
で
自
然
堆
積
を
示
す
レ
ン
ズ
状
の
断
面
が
み
ら
れ
る
。
下



1990年出上の木簡

層
は
厚
さ
一
・
五
五
ｍ
で
水
平
に
堆
積
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ウ
リ
の
種
を

多
量
に
含
み
、
多
量
の
木
製
品
や
須
恵
器
の
他
、
新
羅
焼
、
そ
れ
に
自
然
遺
物

が
出
上
し
た
。
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
こ
の
下
層
か
ら
で
あ
る
。

帯
広
畜
産
大
学
中
野
益
男
氏
に
よ
る
土
壌
分
析
の
結
果
、
本
土
坑
内
に
は
哺

乳
動
物
の
排
泄
物
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
コ
プ
ロ
ス
タ
ノ
ー
ル
が
三
七
％
の
高

い
比
率
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
土
坑
の
用
途
が
便
所
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し

て
い
る
。・
よ
っ
て
、
出
上
し
た
木
簡
は
、
大
部
分
は
需
木
と
し
て
再
利
用
さ
れ

た
も
の
で
ぁ
ろ
う
「

，
木
簡
出
土
土
坑
Ｓ
Ｋ
五
七
は
、
同
時
期
に
比
定
さ
れ
る
東
西
掘
立
柱
遺
構
Ｓ

Ｂ
一
五
〇
の
西
端
よ
り
約
二
五
ｍ
南
の
位
置
に
あ
る
Ｏ
Ｓ
Ｂ
一
五
〇
を
塀
状
の

遺
構
と
考
え
れ
ば
、
塀
の
外
に
位
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ｓ
Ｋ
五
七
出
土
木
簡
の
時
期
は
、
里
制
を
示
す
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
七

〇

一
年
か
ら
七

一
五
年
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
天
平
の
年
紀
の
あ
る
里

制
木
簡
の
出
土
も
知
ら
れ
て
お
り
、　
一
概
に
は
断
定
で
き
な
い
。
郷
里
制
ま
た

は
郷
制
を
示
す
木
筒
も
あ
り
、
七

一
五
年
を
前
後
す
る
時
期
、
八
世
紀
前
半
と

考
え
て
お
く
。
鴻
腫
館
以
前
の
筑
紫
館
に
関
連
す
る
遺
物
と
い
え
よ
う
。

木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
は
、
木
簡
と
同
じ
Ｓ
Ｋ
五
七
か
ら
墨
書
須
恵

器

「城
」
が
出
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
宰
府
水
城
と
大
宰
府
政
庁
南
面
西

側
で
出
上
の
類
例
が
あ
る
。
前
者
は

「水
城
」
で
八
世
紀
前
半
、
後
者
は

「大

城
」
で
八
世
紀
後
半
で
あ
る
が
、
今
回
の
墨
書
土
器
の
年
代
を
示
唆
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
他
に

「
二
坊
」
と
針
書
さ
れ
た
漆
皮
膜

（ｓ
Ｋ
六
九
出
土
）
が
あ

り
、
建
物
も
し
く
は
そ
れ
を
包
含
す
る
区
画
を
表
わ
す
ヽ
の
と
思
わ
れ
る
。
時

期
は
八
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
る
「

以
上
、
鴻
鱚
館
跡
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
概
要
と
木
簡
出
土
遺
構
に
つ
い
て

概
略
を
述
べ
た
。
鴻
鱚
館
跡
の
調
査
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

最
後
に
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
時
期
区
分
を
ま
と
め
て
お
く
と
、

次
の
冬
つ
に
な
る
。

第

一
期
　
七
世
紀
後
半
、
「筑
紫
館
」
前
期
、
掘
立
柱
建
物
の
時
期

第
二
期

　

（Ａ
）
八
世
紀
初
頭
か
ら
九
世
紀
中
葉
、

「筑
紫
館
」
後
期

・

「鴻
鱚
館
」
初
期
、
第

一
次
礎
石
建
物
の
時
期



（
Ｂ
）
九
世
紀
後
半
、
「鴻
鱚
館
」
前
期
、
建
物
拡
張

・
改
造
期
、

第
二
次
礎
石
建
物
の
時
期

第
二
期
　
一
〇
世
紀
以
降
、

「鴻
鱚
館
」
後
期
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
遺

物
の
廃
棄
坑
の
み
の
確
認
、
朱
商
往
来
の
時
期
に
推
定

こ
の
う
ち
第
二
期
の
上
限
ま
で
は
、
大
宰
府
政
庁
跡
の
時
期
区
分
と

一
致
す

る
。
大
宰
府
政
庁
で
は
第
二
期
の
下
限
を
天
慶
の
乱
の
一
〇
世
紀
中
葉
に
求
め

て
い
る
が
、
鴻
膿
館
跡
で
は
第
二
期
が
九
世
紀
半
ば
を
境
に

（Ａ
）

（
Ｂ
）
二

時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
鴻
鱚
館
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
天
慶
の
乱
に
よ

る
焼
失
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
第
三
期
の
終
焉
は
、
大
宰
府
跡
で

は

一
二
世
紀
と
さ
れ
る
が
、
鴻
鱚
館
跡
で
は
未
確
認
で
あ
り
、
文
献
に
よ
る
限

り
で
は
、　
一
一
世
紀
末
ま
で
の
存
続
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
縄
文
ヽ
弥
生

・
古
墳
の
各
時
期
の
遺
物
も
出
上
し
て
お
り
、
今
後
筑

紫
館

・
鴻
鱚
館
以
前
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
鴻
鱚
館

廃
絶
後
、
福
岡
城
築
城
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
空
白
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

第
四
を
六
次
調
査
で
地
下
式
横
穴
な
ど
の
遺
構
や
若
子
の
遺
物
の
出
土
を
み
て

お
つ
、
こ
の
時
代
の
状
況
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

出
土
し
た
木
簡
は
七
三
点
あ

っ
て
、
文
書
木
簡
と
付
札
で
あ
る
が
、
大
部
分

は
付
札
で
あ
る
。
以
下
、
釈
読
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
法
量
の
下

の
漢
数
字
は
大
宰
府
鴻
鱚
館
跡
出
土
木
簡
番
号
で
あ
る
。

「
＜
肥
後
国
天
草
郡
志
記
里
□
　
　
　
（頷
Ｘ
∞受
］
ｏ毬
　
一

ド舘
×
思
×
Ｎ
　
需
〕

四
八

「
＜
鹿
肺
乾
口
口
」

「
＜
讃
岐
国
三
木
郡
□
□
六
斗
＜
」

畠
ド　
三
八
、
五
五

呻Ｐ∞
×
（〕Ｐ）
×
ト

・
目
大
夫
所
十
四
隻
　
□
□
」

（Ｓ
Ｏ
×
導
ｘ
］
伊
μ　
二
四

」

。
□
□
十
隻

日
二
合

□
回
玄
米
二
升
　
五
十
人

（騨∞Ｐ）
×
μ〕
×
Φ
　
Φ∞ド
　
エハ
一ハ

台
μｅ
×
】
ｘ
］

ｏ毬
　
八

「
＜
京
都
郡
庸
米
六
ｘ

Ｇ
じ
ｘ
滋
×
ヽ
　
需
Φ
　
七

「
＜
魚
□
十
九
斤

路
×
照
×
ヽ
３
ド　
二
五

「
＜
□
綱
最
上
＜
」

。
「
＜
京
都
郡
庸
米
六
斗
　
」

μ
∞
⇔
×
中
ド
×
∞
　
〇
∞
酌
　

一
一
一

。
「
＜
□
□
口
回
□
口
四
月
」

ぐ
ｅ
ｘ
俗
じ
×
　ヽ
ｏ‘
　
七
〇

「
二
物
大
□

Ｐ̈
⇔
×
ド『
×
卜
　
Ｏμド
　
一〓
ニ

「
庇
羅
郷
甲
□
煮

一
斗
」

（いμ）
×
］ω
Ｘ
⇔
　
〇∞Φ
　
エハ
二

「
＜
高
□

（
ｓ
ｅ
×
ミ
×
Φ
　
⇔
毬
　
工全
二

「
＜
鞍
手
郡
国

(9) (8) (71 (6) 14) (3)(2)(1)llD   ll'
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ω
は
、
鴻
鱚
館
跡
で
最
初
に
文
字
を
確
認
し
た
木
簡
で
あ
る
。
肥
後
国
天
草

郡
志
記
里
は
、
現
在
の
熊
本
県
天
草
郡
苓
北
町
志
岐
付
近
に
あ
た
る
。
郡
里
制

の
木
簡
で
あ
り
、
七
〇

一
年

（大
宝
一も

か
ら
七

一
五
年

（霊
亀
一も

ま
で
の
も
の

と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
天
平
年
間
の
年
紀
の
あ
る
郡
里
制
木
簡
の
存
在
も
知

ら
れ
て
お
り

（平
城
宮
木
簡
四
〇
四
号
、
四
一
七
号
な
ど
）
、　
八
世
紀
前
半
代
と
み

て
お
き
た
い
。

①
の
讃
岐
国
三
木
郡
か
ら
の
荷
札
は
、
大
宰
府
管
外
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

大
宰
府
跡
出
土
木
簡
に
も
例
を
み
な
い
。
東
国
の
防
人
が
西
海
道
に
派
遣
さ
れ

る
場
合
の
応
接
や
、
造
唐
使
や
遣
新
羅
使
な
ど
鴻
鱚
館
に
関
係
す
る
人
々
の
接

遇
を
、
往
来
先
の
国
司
が
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

ω
は
、
二
次
的
に
整
形
さ
れ
て
お
り
、
文
字
も

一
部
削
ら
れ
て
い
る
。

「日

大
夫
」
は
、
五
位
の
目
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
用
例
で

は
、　
五
位

（大
夫
）
に
昇

っ
た
元
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。　
大
宰
府
で
は
、
五

位
は
大
宰
大
弐
、
大
宰
少
弐
の
位
で
あ
る
の
で
、
英
国
の
目
が
大
宰
大
弐
、
大

宰
少
弐
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
宰
府
の
春
客

・
帰
化

・
饗
謙
は
、
大
学

帥
、
大
宰
大
弐
、
大
学
少
弐
の
職
掌
で
あ

っ
た
。

⑤
も
二
次
的
に
整
形
さ
れ
て
い
る
。
⑥
は
九
太
の
表
皮
部
分
を
残
す
。
豊
前

国
京
都
郡
は
、
現
在
の
福
岡
県
京
都
郡
に
あ
た
る
。
⑩
も
二
次
的
に
整
形
さ
れ

て
い
る
。
①
の
庇
羅
郷
は
肥
前
国
松
浦
郡
に
属
し
、
現
在
の
長
崎
県
平
戸
市
に

あ
た
り
、
平
戸
に
関
す
る
最
古
の
資
料
と
な
る
一
⑬
は
肉
眼
で
は
読
め
ず
、
赤

外
線
テ
レ
ビ
で
判
読
し
た
。
筑
前
国
鞍
手
郡
は
、
現
在
の
福
岡
県
鞍
手
郡
に
あ

た

る
。

⑪
の
天
草
郡
、
①
の
庇
羅
郷
、
⑥
①
の
京
都
郡
は
、
前
二
者
が
遣
唐
使
と
深

い
関
係
に
あ
り

（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
八
年
二
月
九
日
丁
亥
条
）
、　
京
都
郡
は

博
多
湾
で
新
羅
海
賊
に
襲
わ
れ
た
豊
前
国
の
貢
綿
船
が
想
起
さ
れ
る

（『
日
本
三

代
実
録
』
貞
観
一
一
年
六
月
一
五
日
辛
丑
条
）。　
こ
れ
ら
の
木
衝
が
大
学
府
経
由
で

な
く
、

鴻
鱚
館
直
送
で
あ

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。　
調
や
中
男
作
物

な
ど
の
荷
札
で
品
目
の
わ
か
る
の
は
、
②
の
鹿
肺
の
み
で
あ
る
が
、
①
の
甲
□

は
、
甲
鼠
、
す
な
わ
ち
ウ

ニ
の
可
能
性
が
あ
る
。

今
回
出
土
し
た
木
簡
に
は
、
半
載
さ
れ
た
も
の
が
非
常
に
多
く
、
こ
れ
ら
の

木
衝
が
、
需
木
と
し
て
二
次
的
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

９
　
関
係
文
献

福
岡
市
教
育
委
員
会

『
鴻
鱚
館
跡
』
Ｉ

（『福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
左塁
屋

二
七
〇
　
一
九
九
一
年
）

折
尾
　
学

「鴻
鱚
館
跡
推
定
地
の
発
掘
調
査
」

翁
日
本
歴
史
』
四
八
四
　
一
九

八
八
年
）

折
尾
　
学

「鴻
鱚
館
跡
調
査
の
近
況
に
つ
い
て
」

翁
日
本
歴
史
』
五
一
五
　
一

九
九
一
年
）

折
尾
　
学

「大
宰
府
鴻
鱚
館
跡
調
査
考
」
（児
島
隆
人
先
生
喜
寿
記
念
論
集

『
古

文
化
論
叢
』

一
九
九
一
年
）

（折
尾
　
学
）




